
○渡島廃棄物処理広域連合関係市町の合併に伴う負担金取扱要綱 

 （平成１７年２月１日訓令第１号） 

改正 （平成１９年３月３０日訓令第３号） 

（目的） 

第１条 この要綱は、渡島廃棄物処理広域連合（以下「広域連合」という。）を組織

する関係市町の合併により関係町の数が減少する場合等において、他の関係市町に

おける財政負担の増加を軽減するため、渡島廃棄物処理広域連合規約 （以下「規約」

という。）18 条の規定に基づき、当分の間の措置として規約第 17 条に規定する負

担金の特例を定めることを目的とする。 

（関係市町の合併による負担金の取扱い） 

第２条 広域連合関係市町の合併による合併後の負担金の取扱いは、別表のとおりと

する。 

（補則） 

第３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が関係市町と協議し

て定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

渡島廃棄物処理広域連合関係市町の合併に伴う負担金の取扱い 

合併による関係

市町及び広域連

合区域の変化区

分 

当該年度分 翌年度以降分 

管理費 施設建設費 維持運営費 

１関係市町の脱

退 

（広域連合の区

域が減少するも

の。） 

脱退する日（合併

期日の前日。以下

「脱退日」とい

う。）の属する年

度分の負担の全

額を負担するも

のとする。 

ただし、管理費に

ついては、脱退日

が 4月 1日から 9

月 30 日までの場

合は、半年分相当

額の負担とする

ことができる。 

負担はないもの

とする。 

脱退日の属する

年度分の負担金

と同額を平成 29

年度まで毎年負

担するものとす

る。 

この場合におい

て、平成 29 年度

までの負担分を

一括して納付す

ることができる。

脱退日の属する

年度分の負担金

のうち10%に相当

する額を平成 29

年度まで毎年負

担するものとす

る。 

この場合におい

て、平成 29 年度

までの負担分を

一括して納付す

ることができる。

２関係市町の数

の減少 

（広域連合の区

域が変わらない

もの。） 

合併がなかった

ものとみなし、合

併後の新市町が

合併前の全旧市

町分の負担の全

額を負担するも

のとする。 

平成 29 年度まで

は合併がなかっ

たものとみなし、

合併後の新市町

が合併前の全旧

市町分の負担の

全額を負担する

ものとする。 

均等割分につい

ては平成 29 年度

までは合併がな

かったものとみ

なし、合併後の新

市町が合併前の

全旧市町分の負

担の全額を負担

するものとし、実

績ごみ処理量割

分については規

約に基づく負担

とする。 

均等割分につい

ては平成 29 年度

までは合併がな

かったものとみ

なし、合併後の新

市町が合併前の

全旧市町分の負

担の全額を負担

するものとし、実

績ごみ処理量割

分については規

約に基づく負担

とする。 

３広域連合の区

域の拡大 

（関係市町の数

が変わらないも

ので当該拡大さ

れた区域につい

ても広域連合の

焼却施設を利用

するもの。） 

関係市町の協議により決定するものとする。 
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